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１１．事故原因の詳細（後日提出） 

発

生

原

因 

人 的 要 素 物 的 要 素  管理的要素 

① 降雨が強く、降車するこ

とに抵抗があった［近道

行動］こと、普段運用し

ており、周囲確認の必要

は無いという過信［危険

軽視］により、バックミ

ラーでの後退切り返し

［慣れ］を実施した。 

 

② 「車両後退時は助手が降

車し、誘導を行う」とい

うルールは認識していた

が、今回の事故箇所で

は、前進Ｕターンが基本

にあったため、切り返し

ての後退反転（バック誘

導）を想定していなかっ

た［内的要因錯覚（思い

込み等）］。 

 

③ 当日、初回の運転業務

で、反転場で切り返し反

転（バック誘導）が必要

だという状況が乗務員に

共有できていなかった

［教育不足］。 

④ ２月までの雪氷体制下

であれば、前進Ｕター

ン（後退不要）で、反転

する予定だったが、伊

勢湾岸リニューアル工

事規制の為、基地内車

両（９台）が反転場に移

動し仮駐車してあり、

切り返しでの反転をせ

ざるを得なかった。 

 

⑤ 周囲状況において、反

転場に照明が全くない

ため、場内確認は車両

のライトと乗務員の記

憶によるのみであり、

降雨時であったことも

あり、構造物や場内の

状況が正確に確認でき

ていなかった。 

⑥ 「車両後退時は助手が

降車し、誘導を行う」と

いうルールは過去の事

故事例等を用いて、安

全大会等で周知してい

たが、従事者がルール

を遵守する意識の醸成

が出来ておらず、［近道

行動］を止める方法が、

本人次第になってしま

っている。 

 

⑦ 伊勢湾岸リニューアル

工事規制の為、基地内

車両の移動（仮置き）場

として、反転場を使用

する旨を雪氷従事者へ

伝達できていなかっ

た。 

 

⑧ 元請負者が実施する安

全大会の周知内容が、

末端従事者に対してま

で周知出来ていたかの

確認はしていなかっ

た。 
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   ※ 原因評価：事故との関連性 重大＝◎ 中程度＝○ 軽度＝△   

 

 

 

 

【人的要素に基づくヒューマンエラー要因】 

※ 事故原因と考えられる人的要素に○印をつける。（複数可） 
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【人的要素に基づくヒューマンエラー要因】 

※ 事故原因と考えられる人的要素に○印をつける。（複数可） 

 

Ｈ１ 無知 未熟練 経験不足 教育不足 

Ｈ２ 危険軽視 慣れ 悪習慣 集団欠陥 

Ｈ３ 近道本能 省略本能 能率本能 

Ｈ４ 場面行動本能（１点に集中して周囲の状況が見えなかった） 

Ｈ５ 緊急時のあわて パニック状態 

Ｈ６ 外的要因錯覚（見間違い、聞き違い等） 内的要因錯覚（思い込み等） 

Ｈ７ 中高年齢者の機能低下 

Ｈ８ 疾病 疲労 体質 急性中毒等 

Ｈ９ 単調反復動作による意識レベルの低下 

 

１２．事故対策 

    ↓ 
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１２．事故対策 

再
発
防
止
対
策 

人 的 要 素  物 的 要 素 管理的要素  

① 車両後退時には、必ず

助手が降車し、バック

誘導を実施する。乗務

員には、回送中を含め

て、ドライブレコーダ

ーでの運転状況の確認

が可能である旨を通達

する。 

 

③ 通常時と違う特殊な状

況（反転場が狭くなっ

ている等）がある場合

は、ＫＹ活動（作業前ミ

ーティング）時に必ず

全従事者に通知し、Ｋ

Ｙ用紙に伝達事項と従

事者サイン（直筆）を記

載する。 

 

④ 菰野基地の反転場は、前

進Ｕターンでの反転を

基本とする。その為、雪

氷期間中において、長期

間の車両仮置きは原則

禁止とする。止むを得ず

駐車する場合は、事前に

基地担当会社に通知し、

反転方法、駐車期間を打

ち合わせた上で実施す

る。 

 

⑤ 次年度以降の対応とな

るが、照明設備の設置に

ついて、費用区分も含め

て保全サービスセンタ

ーと協議し、来年度の雪

氷期間までの運用可能

を目指す。 

 

⑥ ＮＥＸＣＯ車両、及びメ

ンテ車両の見えやすい箇

所（ダッシュボード等）に

安全作業を促す標示を行

う。標示内容については、

下記に標示（案）を示す。 

 

⑦ 外的要因等で通常時と違

う状況が発生する場合

は、確定次第、各社の現場

代理人及び担当責任者

に、必ず「口頭」と「説明

資料」の両方で伝達し、資

料についてはメール送信

等で記録が残るようにす

る（メールだけでは見て

いない可能性があるの

で、必ず口頭も）。 

 

⑧ 元請負者が実施する安全

大会の周知内容が、末端

従事者に対してまで周知

出来ていたかの確認とし

て、協力会社それぞれで

実施する安全会議（周知

会等）の書面、写真等の記

録を保管する。 

 

 

※対策⑥ 社内標示内容（案） 

 

 ＜標示内容の例＞ 

   ・ドライブレコーダー稼働中 後退時は必ず誘導 

   ・ドラレコは誘導員の配置も監視中 

   ・車内カメラ稼働中 ルール違反は退場  ・・・etc. 

 

 

 

ドライブレコーダー搭載車 ルールを守って安全運転 





■事故状況図：雪氷車IC反転における後退時の緩衝材と立入防止柵の接触事故（Ｒ６／３／８　23:40頃）

反転の為、

側道より進入

道路境界（地覆）
前方部を右旋回

夜間降雨の為、

バックモニターが確認できず

立入防止柵と接触

左旋回しながら後退

（バックモニターで確認）

＜事故当時の菰野IC反転状況イメージ図＞

本来の反転経路

（前進によるＵターン）

本来の反転経路

（前進によるＵターン）

道路境界（NEXCO立入防止柵）

＜事故当時の反転場＞

リニューアル工事規制の為、本来内プラザにあるべき車両（９台）が

反転場に仮置きしてあり、通常のＵターン反転が不可能であった

※常時配置は「ハイウエイ・トランスフォーマー」のみ

②菰野基地の雪氷車両（２台）

・リニューアル工事規制の為、

本来内プラザの車両を反転場に仮置き

①菰野基地の雪氷車両（７台）

・リニューアル工事規制の為、

本来内プラザの車両を反転場に仮置き

※常時停車

ハイウエイトランスフォーマー

至 菰野IC

内プラザ

※常時通行止

※本線散布（菰野IC～亀山西JCT）作業終了後の反転乗務
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